
予約方法

利用可能年齢

希望日の前日までに公式LINEでご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

 生後3か月～ 小学校３年生

託児所ぱぷりか

中央町1丁目4-31

 18時00分～26時00分（翌2時00分）
 （日・月・年末年始を除く）

 1,000円/時間
  ※別途、施設登録料などあり

希望日の前日までに公式LINEでご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

 生後3か月～ 小学校6年生

美浜町太田10-6

8時３0分～１６時３0分
 （土日祝日・年末年始を除く）

利用料金

住　　所

利用時間

施 設 名 託児所にこるーむ

電話番号 0770-37-1190 090-5533-3729

 1,000円/時間

予約方法
希望日の前日までに公式LINEでご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

 希望日の前日までに電話でご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

利用可能年齢  生後3か月～ 小学校6年生  生後6か月～ 4歳未満

利用料金  1,000円/時間   1,000円/時間

電話番号  0770-47-6076  0770-37-3568

利用時間  9時00分～17時00分 （月・木を除く）  8時00分～16時30分 （土日祝・年末年始を除く）

利用料金
 1,000円/時間

  ※キャンセル料あり

 1,000円/時間
  ※キャンセル料あり

住　　所
 美浜町松原35-15-1
  道の駅はまびより内

美浜町菅浜93-4
 菅浜わくわくかん内・旧菅浜保育所

施 設 名 託児所せら キッズルームわくわく

予約方法

 希望日の前日までに電話でご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

 希望日の前日までに公式LINEまたは電話で
 ご予約ください。
※予約状況によっては当日予約も可能ですので、
　お問い合わせください。

利用可能年齢  生後４か月（首すわり）～ 小学校３年生

電話番号  0770-24-1350  080-5852-8950

利用時間  8時30分～17時30分 （年末年始を除く）
 8時30分～17時00分 （年末年始を除く）

  ※土日祝は週によって開所していない日があります。
      詳細は施設にお問合せください。

住　　所
 呉竹町2丁目13-18

  敦賀市シルバー人材センター内
 和久野25-37

施設型の

一時預かり

施 設 名 託児所たんぽぽ はれのひ託児所

就職活動、疾病等のやむを得ない事由により家庭での保育が困難な場合に、お子さんをお預かりします。
（ホームページ）
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訪問型の

生後６か月～小学校３年生

0776-89-1789 090-5729-1290

生まれてすぐ～小学校３年生

一時預かり

事業所名
子育てサポートセンターとらいあんぐる

（アイビーエージェント株式会社）
ここるんサポート

（子育てサポートセンターきらきらくらぶ）

料金・時間

利用可能年齢

予約方法

電話番号

　　ご不明な点は施設または保育課まで

　　敦賀市　保育課　22-8126

利用申込フォーム、電話にて受付
（電話受付時間　8：30〜17：00）

利用申込フォーム、電話にて受付

 平　日　１８時まで：2,000円/時間
 　　　　１８時以降：2,300円/時間

 土日祝　１８時まで：2,200円/時間
　　　　 １８時以降：2,500円/時間

 ※キャンセル料あり
 ※年末年始（12/30～1/3）、ゴールデンウイーク、
　お盆は特別料金

 時　間　８時３０分から１７時３０分まで
　　　　 ※年末年始を除く
 
 料　金　平　日　2,000円/時間
 　　　　土日祝　2,200円/時間

１施設あたり

７０時間/月

施設型 訪問型

補助時間の上限

利用料金の補助について（すみずみ子育てサポート事業）

1,500円/時間

補助料金

②
同一の世帯にいる多胎児で
就学前の第１子

③ 上記以外の対象児童 6５０円／時間

①
２人以上の児童がいる世帯で
第２子以降の就学前の児童

1,000円／時間

対 象 児 童

補 助 料 金

敦賀市内に住民票がある 就学前の児童と小学校１～3年生

（ただし、小学生については放課後児童クラブを利用できない方に限ります。）

※敦賀市内にある事業所のうち「託児所たんぽぽ」のみ美浜町在住の方も対象となります。

申 込 方 法

１．「敦賀市すみずみ子育てサポート事業利用登録申込書」を施設等に提出する

２．「敦賀市すみずみ子育てサポート事業利用申請書」を施設等に提出する

☆ 事前登録 ・ 利用申込が必要です ☆

※各用紙は施設等にございます。

印鑑・利用する児童の保険証をご準備のうえ、手続きをしてください。

※「児童」…18歳未満の子ども

すみずみ子育てサポート事業の対象児童は、利用料において補助を受けることができます。


